
  

柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会進路・就労ワーキング 

平成２７年１月 

就労移行支援事業所パンフレット 

  



 

 

休みの日は・・・ 

 

「働く」って、いいね！ 

 

 

 

 

働いて・・・ 

給料もらって・・・ 

 

就労移行支援事業所でスキルアップ！ 

～長く働ける力を身に付けよう！～ 

 

就労移行支援事業所では、企業等への一般就労を希望している方に、就労に必要な

知識や能力の向上のための訓練を２年間行います。そして、職場への就労が見込まれ

る方に対して、事業所内での作業訓練や、企業等での職場実習、就職後の職場定着支

援などを行います。 

事業所が取り組んでいる内容や様子などがわかりやすくパンフレットに載ってい

ますので、ぜひ、ご覧いただき、一般就労に向けた今後の参考にしてください。 

 



 

「就職したい！」と希望している方に、就職するためのお手伝いをします。 

就労に必要な知識やコニュニケーション技術を身につけるための訓練や、就職したあと、働き続け

られるよう、自分に合った働き方を見つけるお手伝いをします。 

                                      サービスの利用期間： 原則 2 年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「就職したい！」と希望している方に、就職するためのお手伝いをします。 

就労に必要な知識やコミュニケーション技術を身に着けるための訓練や、就職したあと、 

働き続けられるよう、自分に合った働き方を見つけるお手伝いをします。 

                      （サービス利用期間：原則 2 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （職場実習）      （職場見学）    （就労移行ミーティング）     （施設内作業） 

 

    

 

 

 施設外就労・現場実習・就労プログラムの様子 

時刻 就労移行支援 

 月～木曜日 金曜日 

９：００ 

 

１０：３０ 

 

 

１２：００ 

１３：００ 

 

１４：3０ 

 

 

１６：００ 

１６：３０ 

ラジオ体操  朝礼   作業準備 

施設外就労 就労移行ミーティング 

休 憩 

施設外就労 施設内作業 

昼食      休憩 

施設外作業／施設内作業 施設外作業／施設内作業 

休 憩 

施設外作業／施設内作業 施設外作業／施設内作業 

清掃  帰宅準備  終礼   

帰 宅 

就労移行支援事業とは                  （定員 6 名） 

１日の流れ 

    こすもす作業所 

〒945-0045   柏崎市豊町 3 番 10 号   ℡0257-22-1037 

作成日 平成 27 年 1 月 23 日 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①就労移行ミーティング 

毎週金曜日は 9：30～10：30 就労移行メンバーで集まり、あいさつや職場でのコミュニケ 

ーション練習や身だしなみチェック、1 週間ごとに決めた個々の目標についての振り返りなど 

をグループワークで行います。 

 

 ②作業は体力づくりのため、就労移行メンバーは原則として立ち作業を行います。 

 

③働く場でのマナーを身につけるため、就労移行メンバーは日常的に敬語を使います。 

 

④作業場面や月 1 回程度以上の個別面接等を通じて、個々の得意なことを増やしたり、 

就職するための具体的な課題に、主体的に取り組めるよう支援します。   

 

⑤こすもす作業所では、ジョブコーチを配置しています。 

就職した後、より早く新しい職場になじみ、長く働き続けられるようジョブコーチが職場との 

橋渡し役として支援します。 

 

     ⑥今までの利用者の割合（精神障がい者 53％ 知的障がい者 21％ 発達障がい者 21％ その他５％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)利用開始～半年 

（自分のことを知る期間） 

（２）半年～1 年 

（就職準備活動期） 

（３）1 年～2 年 

（求職活動期） 

（４）就職後 

（フォローアップ期間） 

・本人のアセスメント 

・施設内作業＊ 

・施設外就労＊ 

・定期面接＊ 

・職場見学＊ 

・就活の服装・道具準備 

・挨拶・報告・入退出の練習＊ 

・体調の自己管理＊ 

・ジョブガイダンス 

・合同就職面接会（見学） 

・就業・生活支援センター

登録 

・履歴書の書き方練習 

・面接練習＊ 

・職場実習① 

（社会体験的実習） 

・職場実習② 

（力試し的実習） 

・ハローワーク求職登録 

・ジョブガイダンス 

・合同就職面接会（本番） 

‣職場実習③ 

(雇用を見据えた実習) 

 

・職場訪問 

・電話相談 

・面談相談 

・ジョブコーチ支援 

（＊）は、求職活動まで継続プログラム  

就
労
移
行
ス
タ
ー
ト 

一
般
就
労 

 

こすもす作業所の就労移行では  



作成日：平成２７年 ２月 ５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 就労移行支援 

 月曜日 火～金曜日 

９：００ 

 

１０：００ 

 

１２：００ 

１３：００ 

 

１４：００ 

 

１５：３０ 

１６：００ 

１６：３０ 

朝礼   作業準備 

施設内作業   施設外就労 施設内作業    施設外就労 

休憩 (１０：００～１０：１５) 

施設内作業   施設外就労 施設内作業    施設外就労 

昼食      休憩 

就労プログラム 施設内作業    施設外就労 

休憩 (１４：００～１４：１５) 

就労プログラム 施設内作業    施設外就労 

清掃   帰宅準備   終礼   

帰宅 就労プログラム 

 帰宅 

 

曜日 (毎週) 時間 内容 

月曜日 １３：００～１５：３０ 施設外就労のふり返り、１週間の目標決め・ふり返り、その他 

火～金曜日 １６：００～１６：３０ 施設外就労のふり返り、作業訓練、清掃練習 

・その他、実績記録表・課題把握シートの記入をしています。 

・施設外作業のふり返りはふり返りシートを活用し、最後に発表を行なっています。 

・この時間の当番をローテーションで決め、始め・終わりの挨拶等、当番の役割も設けています。 

 

就労移行プログラムの時間とは・・・ 

『社会に出るきっかけや将来の目標を考えたい！』『会社に就職して、働きたい！』方々を応援し

ます。一般企業等への就職を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人たいよう福祉会 

        たいよう SOCIO センター 

〒945-0045   柏崎豊町 3 番 5 号   ℡0257-24-0690 

たいようの就労移行とは・・・ 

１日の流れ 

就労移行支援事業 定員 ８名 

サービスの利用期間： 原則２年間 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             【施設外就労・現場実習・就職後の様子】                【就労プログラム】 

・比較的、知的障害の方が多く利用されています。 

・様々なサービスを使っている利用者の方々がいる中で、就労移行メンバーにいかに就職を目指す

ための意識を持っていただけるか考え、たいようでは就労プログラムの時間を設けて就労移行メン

バーだけで活動しています。 

・また全体の仕事時間が１５：３０で終わるなか、火～金曜日は１６：３０まで取り組んでもらうこと

で、就職後の勤務時間に近付けています。 

 

たいようの就労移行の特徴とは？ 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用開始～半年 ② 半年～1 年 ③ 1 年～2 年 ④ 就職後 

・本人のアセスメント 

・施設内作業 

・施設外就労(職員同行) 

・職場見学 

・就活の服装・道具準備 

・挨拶・報告・入退出の練

習 

・自力通所訓練 

・ジョブガイダンス 

・ハローワーク求職登録 

・就業・生活支援センター

登録 

・履歴書の書き方練習 

・面接練習 

・職場実習 

・職場実習 

(就労を見据えた実習) 

・施設外就労 

(職員なしの時間を作る) 

・職場訪問 

・電話相談 

・定期面談 

※半年間のフォローアップ

期間 

 ※赤字は求職活動までの通年プログラム。 

就
労
移
行
ス
タ
ー
ト 

一
般
就
労 

施設外就労・現場実習・就職後・就労プログラムの様子 

１ 
２ 

３ 

４ 


